


幕
末
・

明
治
期
、

高
山
郷
の

指
導
者

宇
都
宮
東
太
に
つ

い

て

は
じ
め
に

上
園
正
人

宇
都
宮
東
太
撰
文
の

墓
碑
や
顕
彰
碑
を
見
て

回
っ

て
い

る
。

そ
の

時
、

常
に
宇
都
宮
の

果
し
た
後
割
・

存
在
の

大
き
さ
を
強
く
認
識
さ
せ
ら
れ

る
。

な
お
、

碑
文
は
宇
都
宮
正
直
の

名
で
撰
せ
ら
れ
て
い

る
が
、

今
回
、

人
口

に
檜
表
し
て
い

る
「

宇
都
宮
東
太
」

と
表
記
す
る
こ

と
に
す
る
。

宇
都
宮
は
さ
ま
ざ
ま
の

面
を
持
っ

た
人
物
で

あ
る
。

「

高
出
郷
土
誌
」

は
、

宇
都
宮
を
儒
学
者
・

国
学
者
に
し
て
強
固
な
尊
王
心
の

持
ち
主
で
、

「

常
に
郷
の

最
高
の

支
配
者
で
あ
り
責
任
あ
る
地
位
に
あ
っ

た
」

人
物

と
見
て
い

る
。

今
回
は
わ
ず
か
に
、

東
太
の

略
伝
お
よ
び
郷
土
誌
な
ど
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
教
育
者
と
し
て
の

面
と
神
道
家
・

国
学
者
と

し
て
の

面
に
つ

い

て
紹
介
す
る
こ

と
に
し
た
。

そ
し
て

最
後
に
、

本
題
か

ら
外
れ
る
が
「

宇
都
宮
東
大
碩
徳
碑
」

の

撰
者
二

宮
成
に
つ

い

て
ご
く
ご

く
簡
単
に
紹
介
す
る
こ

と
に
し
た
。

一

 

宇
都
宮
東
大
略
伝

ま
ず
宇
都
宮
東
大

宝
直
一

の

生
涯
を
郷
土
誌
等
に
依
挺
し
て
簡
単
に

み
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

宇
都
宮
東
太
、

名
は
正
直
、

字
は
子
康
、

幼
称

は
東
蔵
、

初
め
快
適
、

快
哉
と
い

い
、

修
験
道
に
入
り
連
正

院
と
称
す

（

の

ち
還

俗
。

通
称
は
東
太
。

文
政
元
年
二

八
一

入
）

三
月
三
日
、

生
ま
れ
る
。

父
は
修
験
者
の

東

学
院
快
孝
、

母
は
守
屋
弾
正
良
男
の

安
康
子
。

幼
に
し
て
句
読
を
家
庭
に

受
け
る
。

年
十
四
に
し
て

伊
東
桂
太
郎
一

藩
の

農
政
を
厳
し
く
批
判
し
、

現
状
に
基
づ
い

た
対
策
を
建
言
し
た
「

感
傷
雑
記
」

の

著
者
と
し
て
知
ら

れ
る
一

の

門
に
入
る
。

ま
た
、

い

ず
れ
も
時
期
は
不
明
な
が
ら
、

鹿
児
島

の

矢
野
氏
に
書
信
を
以
て
師
事
し
、

つ

い

で

山
田
舟
斎
一

百
裕
一

に
師
事

す
る
。

ま
た
、

詩
を
鹿
児
島
の

清
川
石
浦
に
、

f
歌
を
鹿
児
島
の

桂
園
派

の

山
口

利
雅
に
、

兵
法
を
甲
#1
流
の

園
田
氏
に
、

活
花
を
奥
氏
に
、

礼
を

小
笠
原
流
の

坂
元
氏
に
、

御
を
鎌
会
流
の

川
上
氏
に
、

射
を
日
置
流
の

伊

集
院
氏
に
、

銃
を
稲
苗
流
の

f
田
氏
に
、

鎌
を
天
真
流
の

加
藤
氏
に
、

さ

ら
に
日
高
氏
に
学
ん
だ
。

文
武
に
わ
た
り
、

き
わ
め
て

多
才
の

人
で
あ
っ

た
天
保
十
二

年
二

八
四
一

）

セ
月
、

口

車
力
と
な
る
。

天
保
十
三
年
二

八
四
二
）

三
月
、

横
目
助
と
な
る
も
、

疾
を
以
て
こ

れ
を
辞
す
。

七
月
、

口

事
方
を
辞
す
。

天
保
十
四
年
一

一

入
四
三
）

夏
、

家
業
を
継
ぎ
、

修
験
道
修
行
の

た
め



和
#1
人
峯
に
登
る
。

こ

れ
は
秀
f
達
三
氏
の
「

大
隅
国
高
山
郷
士
宇
都
宮

家
の

「

年
譜
」

」

が
紹
介
し
て
い

る
宇
都
宮
の

日
記
一

年
譜
一

中
に
記
さ

れ
て
い

る
。

し
か
し
安
藤
保
氏
に
拠
れ
ば
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
伝
聞
に

す
ぎ
ず
、

た
だ
、

こ
の

年
、

大
和
国
吉
野
を
訪
れ
て
い

る
こ

と
に
「

わ
ず

か
に
修
行
の

痕
跡
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
」

と
の
べ

て
お
ら
れ
る
。

弘
化
二

年
二

八
四
五
一

三
月
二

十
三
日
、

師
の

伊
東
桂
太
郎
祐
伴
が

病
没
す
る
。

享
年
八
十
三
。

弘
化
三
年
二

八
四
六
二
ハ

月
一

日
、

父
快
孝
死
去
。

享
年
五
十
。

父
の

跡
を
継
ぐ
。

弘
it
五
年
Ⅰ
嘉
永
元
年
二

八
四
八
）

正
月
、

与
頭
助
と
な
る
。

二

月
、

島
津
斉
興
巡
見
の

際
、

応
対
に
尽
力
し
た
と
い

う
。

三
月
、

与
頭
と
な
る
。

こ

の

年
、

P!
弟
で
あ
っ

た
是
枝
柳
君
衛
p?
が
谷
山
に
帰
る
。

是
枝
は
後
に

勤
皇
派
の

志
士
と
し
て
活
劃
す
る
。

嘉
永
六
年
二

八
五
三
）

三
月
、

郷
士
年
寄
助
と
な
る
。

ま
も
な
く
郷

土

年
寄
と
な
る
か
。

十
一

月
、

島
津
斉
彬
巡
見
の

際
に
応
対
。

安
政
元
年
一

一

八
五

匹
、

披
見
;n
口

普
請
係
と
な
る
。

安
」

些

幸
二

人
五
五

三
月
、

国
老
新
納
ぬ

ニ

河
一

久
伸
一

巡
回
の

際
に

応
対
。

帰
途
、

高
山
に
立
ち
寄
り
、

宇
都
宮
ら
に
会
う
。

文
久
二

年
二

八
六

こ
八
月
二

十
六
日
、

守
屋
舎
人
ら
と
共
に
江
戸

守
衛
の

た
め
出
府
。

前
日
の

二

十
五
日
、

新
約
次
郎
九
郎
・

f
田
先
生

（

稲
留
浦
鉄
砲
師
範
一

等
よ
り
儀
刑
き
、

山
田
鼎
斎
一

造
士
館
教
授
一

よ

り
送
別
の

詩
を
贈
ら
れ
る
。

九
月
五
日
、

江
戸
の

高
輪
御
屋
敷
に
到
着
。

十
月
二

十
九
日
、

島
津
斉
彬
の

姫
様
一

障
姫
・

寧
姫
一

御
下
向
に
つ

き
御

供
。

文
久
三
年
二

八
六
三
）

正
月
、

帰
国
。

七
月
、

薩
英
戦
争
の

際
、

兵
隊

を
率
い

て
鹿
児
島
に
赴
く
。

慶
応
三
年
二

八
六
セ
ヱ
ハ

月
、

暖
役
と
な
る
。

十
一

月
、

東
目
総
督
島

津
兵
庫
一

久
宝
一

巡
回
の

時
、

仮
屋
に
て
「

大
学
」

の

三
綱
領
一

明
明
徳
・

親
展
・

止
至
善
の

こ

と
一

の

披
講
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

慶
応
四
年
/
明
治
元
年
二

八
六
八
）

八
月
、

官
に
請
い

て
還
俗
す
る
。

八
月
二

日
、

子
の

多
聞
院
一

俵
明
Ⅰ

越
後
で

戦
死
一

十
月
九
日
、

葬
式
一

。

八
月
十
一

日
、

高
山
を
訪
れ
た
破
手
力
掛
後
醍
院
彦
次
郎
一

真
桂
一

ら
を

応
対
す
る
。

九
月
、

「

選
後
醍
院
先
生
掛
京
詰
並
序
」

を
撰
す
る
。

万
延
元
年
二

八
六
O
）

五
月
六
日
、

是
枝
柳
右
衛
門
が
京
都
か
ら
の

明
治
二

年
一

一

入
六
九
）

十
月
、

小
隊
長
と
な
る
。

明
治
四
年
一

一

八
セ
一

二
ハ

月
、

小
隊
長
を
辞
職
。

こ
の

年
、

吟
味
役
と

な
る
。



明
治
五
年
二

八
七
二
）

四
月
、

三
等
里
正
義
戸
長
と
な
る
。

明
治
六
年
二

人
七
三
）

一

月
、

高
山
・

串
良
・

内
芝
浦
三
目
0

0¥
区
長

と
な
る
。

二

月
、

鹿
屋
・

高
山
・

内
芝
浦
・

姶
良
・

高
隈
・

串
良
・

百
51
・

帝
威
・

田
代
九
邑
の

大
医
副
長
と
な
る
。

五
月
、

鹿
屋
郁
治
所
大
医
副
長

と
な
る
。

七
月
、

教
部
省
の

山
之
内
時
習
ら
の

内
芝
浦
富
尾
山
陵
・

姶
良

鵜
声
山
陵
の

見
分
に
立
ち
会
う
。

八
月
、

大
医
副
長
を
辞
職
。

明
治
八
年
二

八
セ
五
Ⅰ

百
出
郷
戸
長
役
場
南
山
郷
校
事
務
心
添
掛

と
な
る
。

九
月
、

高
仙
・

串
良
・

姶
良
・

鹿
屋
・

内
芝
浦
学
校
二

等
監
事

と
な
る
。

明
治
十
八
年
二

八
人

芸
十
二

月
、

前
年
に
亡
く
な
っ

た
年
下
の

友

明
治
十
年
二

八
セ
セ
）

、

西
南
戦
争
勃
発
。

宇
都
宮
は
尊
王
の

立
場
 

 

人
日
高
藪
仙

定
業
一

の

燈
明
台
の

た
め
に
碑
文
を
撰
す
る
。

か
ら
天
皇
親
政
を
実
現
し
た
明
治
政
府
を
支
持
し
て
い

た
こ

と
も
あ
り
、

 

 

明
治
十
九
年
一

一

八
入
六
一

八
月
、

野
村
信
之
助
の

墓
誌
を
撰
す
る
。

西
郷
ら
の

政
府
に
向
か
っ

て
の

挙
兵
に
批
判
的
で
、

高
山
の

士
の

参
加
 

 

野
村
信
之
助
は
西
南
戦
争
で

西
郷
方
と
し
て

参
戦
し
、

負
傷
し
て
帰
郷

を
食
い

止
め
よ
う
と
し
た
が
、

食
い

止
め
ら
れ
ず
南
山
も
私
学
校
徒
に
 

 

し
た
が
、

そ
の

傷
が
も
と
で
十
八
年
に
死
去
し
た
。

応
ず
る
こ

と
に
な
る
。

冬
、

学
校
二

等
監
事
を
辞
職
。

明
治
十
一

年
二

八
セ
八
）

二

月
、

戸
長
と
な
る
。

明
治
十
二

年
二

八
七
九
一

五
月
六
日
、

地
租
改
正
保
顧
問
に
任
命
さ

れ
る
。

十
一

月
二

十
三
日
、

田
畑
等
級
取
調
べ

の

た
め
岸
良
に
巡
回
す

る
。

明
治
十
三
年
二

八
八
O
）

二

月
、

第
一

回
県
会
議
員
に
当
選
す
る
。

五
月
に
古
川
清
二

の
、

六
月
に
右
田
信
之
丞
政
行
の
、

九
月
に
峯
崎
幸
早

大
の
、

十
月
に
児
玉
小
兵
衛
実
純
の
、

十
一

月
に
野
村
十
次
郎
綱
賀
の

墓

碑
を
撰
す
る
。

い

ず
れ
も
西
南
戦
争
で

西
郷
方
と
し
て
参
戦
し
て

戦
托

し
た
者
た
ち
で
あ
る
。

そ
の

他
に
も
宇
都
宮
は
西
南
戦
争
戦
没
者
た
ち

の

墓
碑
を
撰
し
て
い

る
。

明
治
十
四
年
一

一

人
八
一

）

三
月
、

第
二

回
県
議
会
議
員
に
当
選
す
る
。

明
治
十
五
年
二

八
八

こ
三
月
、

県
会
議
員
を
辞
職
。

六
月
、

迫
田
孫

次
郎
氏
庸
の

墓
碑
を
撰
す
る
。

迫
田
は
西
南
戦
争
で
西
郷
方
と
し
て

戦

死
し
た
。

明
治
二

十
年
二

八
八
セ
一

三
月
、

「

神
宮
手
跡
紀
念
碑
」

を
撰
す
る
一

現

在
、

元
々

の

碑
は
確
認
で
き
ず
一

。

ま
た
、

遥
拝
所
碑
を
撰
す
る
。

明
治
二

十
一

年
二

八
八
入
）

八
月
、

「

東
泊
の

漁
場
開
拓
の

碑
」

一

郷

土
誌
の

表
記
に
従
，

ユ
を
撰
す
る
。

東
風
泊
漁
場
を
開
拓
し
た
竹
左
下
伊

兵
衛
を
顕
彰
し
た
も
の

で
あ
る
。

明
治
二

十
二

年
一

一

八
入
九
一

六
月
、

宇
都
宮
は
元
治
元
年
に
流
請
地



屋
久
島
で
病
托
し
た
F!
人
是
枝
柳
右
衛
門
の

弟
で

嗣
子
の

茂
兵
衛
に
宛

て
て
「

遺
in
」

を
書
き
送
る
。

こ

れ
に
先
ん
じ
て

柳
君
衛
p?
の

事
蹟
を
調

査
し
て
内
奏
す
る

ご
れ
に
よ
り
明
治
二

十
四
年
一

一

八
九

こ
十
二

月
、

是
枝
柳
右
衛
門
に
従
四
位
が
追
贈
さ
れ
た
一

。

明
治
二

十
五
年
官

八
九

こ
五
月
、

「

謝
恩
誼
」

を
撰
す
る
。

東
串
良

の

医
師
で
教
育
者
で

あ
っ

た
竹
井
文
隆
の

教
え
子
た
ち
に
依
頼
さ
れ
て

撰
し
た
竹
井
氏
顕
彰
の

碑
文
で
あ
る
。

七
月
、

折
田
兼
至
・

二

宮
成
・

後

醍
院
民
望
一

役
醍
院
真
柱
の

テ
が
宇
都
官
宅
を
訪
う
。

明
治
二

十
六

年
二

八
九
三
二
ハ

月
十
セ
日
、

西
郷
菊
次
郎
が
宇
都
宮

を
訪
う
。

同
月
、

安
産
貞
温
の

墓
碑
を
撰
す
る
。

安
庭
は
西
南
戦
争
に
西

郷
方
と
し
て
参
戦
す
る
が
、

病
弱
の

た
め
帰
郷
し
、

二

十
五
年
に
病
托
し

て
い

る
。

明
治
三
十
一

年
二

八
九
八
）

三
月
二

十
日
、

妻
一

柏
涼
太
次
郎
兵
衛

公
富
の

友
一

死
去
。

暮
年
八
十
二
。

明
治
三
十
セ
年
二

九
O

酉
十
月
、

伊
東
祐
伴

明
治
三
十
五

年

芭

の

墓
碑
を
撰
す
る
。

祐
祥
は
宇
都
宮
の

師
伊
東
桂
太
郎
の

孫
。

明
治
三
十
八
年
二

九
O

要
三

月
、

師
の
「

伊
東
佳
人
SB
先
生
墓
碑
」

を
撰
す
る
。

十
二

月
、

山
之
内
積
幸
の

墓
碑
を
撰
す
る
。

山
之
内
は
、

地

元
の

政
治
家
と
し
て

活
躍
し
た
人
物
で

あ
る
。

明
治
四
十
一

年
二

九
O
八
）

四
月
中
旬
、

二

宮
域
が
「

宇
都
宮
東
大

先
生
碩
徳
碑
」

を
撰
す
る
。

十
二

月
、

碩
徳
碑
廷
議
竣
工

奉
告
祭
が
挙
付

さ
れ
る
。

二
 

教
育
者
と
し
て
の

宇
都
宮
東
太

宇
都
宮
東
太
と
い

え
ぱ
、

ま
ず
教
育
者
と
し
て
の

像
が
思
い

浮
か
ぶ
。

宇
都
宮
は
明
治
期
に
地
域
の

行
政
官
と
し
て
公
的
学
校
教
育
に
関
与
し

て
い

る
が
、

そ
の
一

方
で
幕
末
期
か
ら
私
的
教
育
も
行
っ

て
い

た
。

こ

の

点
に
関
し
て
は
郷
土
誌
等
々

で

取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。

そ
れ
ら
を
参

照
し
つ

つ
、

特
に
私
的
教
育
者
と
し
て
の

宇
都
宮
東
太
に
つ

い

て
簡
単

に
の
べ

て
み
た
い
。

明
治
三
十
九
年
二

九
O
六
一

三

月
十
セ
日
、

死
去
。

享
年
八
十
九
。

平
成
九
年
版
「

高
出
郷
土
誌
L

は
伸
之
井
敏
氏
の

論
考
「

江
戸
末
期
に

お
け
る
高
山
郷
の

手
習
い
」

宍
大
隅
口

第
二

十
二

号
一

を
参
考
に
し
て

高

山
塾
に
つ

い

て

紹
介
し
、

宇
都
宮
家
の

古
い

屏
風
の

下
張
り
の

中
か
ら

見
つ

か
っ

た
書
が
「

文
it
一

二

年
一

一

八
一

垂
の

書
で
あ
る
こ

と
が
判

明
し
て

お
り
、

多
く
の

塾
生
が
東
太
を
慕
っ

て

学
ん
で
い

た
こ

と
が
わ

か
る
」

と
の
べ

て
い

る
。

し
か
し
宇
都
宮
東
大
が
生
ま
れ
た
の

は
そ
れ
よ

り
後
の

文
政
元
年
一

一

人
一

ム
で
あ
る
の

で
、

見
つ

か
っ

た
書
は
東
大

の

時
代
の

も
の

で
は
な
い
。

紹
介
さ
れ
て
い

る
手
習
い

の

清
書
は
十
歳

か
ら
二

十
四
歳
ま
で
の

者
た
ち
の

も
の

で
あ
る
と
い

う
。

父
快
孝
は
寛

政
九
年
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、

文
it
十
二

年
は
十
人
九
歳
頃
で
、

年
上
の



者
も
い

る
塾
で

教
え
る
に
は
若
干
若
い

よ
う
に
思
う
。

さ
ら
に
そ
の

前

の

祖
父
快
意
一

時
に
四
十
一

、

二

歳
く
ら
い

で
、

郷
士

年
寄
で
あ
っ

た
一

の

時
代
の

も
の

で

あ
ろ
う
か
。

い

ず
れ
に
し
て

も
、

宇
都
宮
家
が
文
化
十

二

年
頃
に
は
す
で
に
私
塾
を
開
い

て
い

た
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

東
太
は
祖
父
、

あ
る
い

は
父
が
開
い

て
い

た
家
塾
で
あ
る
高
山

塾
を
受
け
継
い

だ
こ

と
に
な
る
の

で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

宇
都
宮
東
大
の

私
塾
で

学
ん
だ
者
に
は
「

武
土
の

子
弟
の

み
で
な
く

農
工

商
家
の

子
弟
も
含
ま
れ
て
い

る
」

だ
け
で
な
く
、

高
山
郷
以
外
か
ら

の

門
人
も
あ
っ

た
と
い

う
。

た
だ
、

竹
之
井
救
民
は
「

江
戸
末
期
と
い
っ

て

も
、

明
治
の

維
新
の

直
前
か
ら
の

こ

と
で
、

教
育
が
一

般
庶
民
に
普
反

す
る
の

に
は
、

厚
い

壁
が
あ
っ

た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
」

と
の
べ

て
お
ら

れ
る
。

高
山
以
外
か
ら
の

門
人
の

例
と
し
て
、

「

内
之
浦
町
誌
L

に
依
挺
し
て

紹
介
し
て

み
よ
う
。

明
治
初
め
の

こ

と
、

内
之
浦
の

麓
馬
場
の

士

族
の

子

弟
た
ち
が
、

高
山
の

披
見
ま
で
は
舟
で
、

そ
れ
か
ら
は
徒
歩
で

宇
都
宮
の

私
塾
に
通
っ

て
い

た
と
い

う
。

二

度
に
わ
た
っ

て
内
之
浦
村
の

村
長
を

勤
め
た
久
木
元
直
哉
も
そ
の
一

人
で
あ
っ

た
。

ち
な
み
に
、

町
誌
は
宇
都

宮
の
「

伝
書
院
」

に
学
ん
だ
と
し
て
い

る
。

こ

れ
が
宇
都
宮
の

私
塾
の

正

式
な
名
称
で

あ
っ

た
か
は
確
認
で

き
て
い

な
い
。

た
だ
、

以
上
の

こ

と
か
ら
も
宇
都
宮
の

私
塾
が
高
山
を
中
心
と
し
た

地
域
の

き
わ
め
て
重
要
な
教
育
拠
点
で

あ
っ

た
こ

と
が
分
か
る
で
あ
ろ

う。
こ
こ

で
、

宇
都
宮
の

学
間
観
・

教
育
理
念
を
見
て
み
た
い
。

宇
都
宮
の

学
問
観
は
、

安
藤
保
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、

F5
人
是
枝
柳
君
衛
p?

の

弟
で

嗣
子
の

茂
兵
衛
に
宛
て
て

書
き
選
っ

た
「

遺
訓
」

に
見
る
こ

と
が

で
き
る
。

柳
君
衛
P!
は
宇
都
宮
の

塾
に
人
る
際
、

宇
都
宮
に
対
し
て
「

学

文
は
わ
が
好
む
と
こ

ろ
な
れ
ど
も
、

振
商
売
に
て
渡
世
す
る
者
に
は
不

似
合
い

の

事
に
は
あ
ら
ず
や
」

と
問
う
た
。

こ

れ
に
対
し
て
宇
都
宮
は

「

学
問
は
只
読
書
す
る
の

み
で
な
く
、

日
用
の

事
に
て
商
人
な
れ
ば
商

業
を
勉
励
し
、

農
人
な
れ
ば
農
業
を
勉
励
し
、

父
母
に
事
え
妻
子
を
育

て
、

各
々

そ
の

道
を
尽
す
事
こ

そ
真
の

学
問
で
あ
る
。

才
芸
の

t
き
it
枝

葉
な
り
」

と
答
え
、

柳
右
衛
門
は
そ
れ
を
信
じ
て
宇
都
宮
の

夜
学
に
通
う

こ

と
に
な
っ

た
と
い

う

宍
苗
山
郷
土
誌
」

参
照
一

。

こ

れ
を
読
む
限
り
、

宇
都
宮
は
学
問
を
武
士
だ
け
の

も
の

と
は
見
て
い

な
か
っ

た
こ

と
が
分

か
る
。

そ
れ
ゆ
え
柳
君
衛
P!
の

よ
う
な
商
人
出
の

も
の

も
受
け
入
れ
ら

れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
是
枝
柳
右
衛
門
が
宇
都
宮
の

P!
人
と
な

る
時
期
、

契
機
、

学
ん
だ
時
間
帯
等
に
関
し
て
、

諸
書
に
よ
り
違
い

が
見

ら
れ
る
。

こ
こ

で
は
「

遺
ii
」

の

記
述
に
依
挺
す
る
に
留
め
る
。

ま
た
「

東
泊
の

漁
場
開
拓
の

碑
」

に
拠
る
と
、

宇
都
宮
に
碑
文
を
委
嘱

し
た
竹
之
下
使
主
衛
p?
 

（

東
風
泊
の

漁
場
を
開
拓
し
た
商
人
竹
之
下
使

兵
衛
の

孫
一

も
宇
都
宮
の

P!
人
で
あ
っ

た
。

東
太
の

塾
に
関
し
て
曽
孫
の

方
ーt
、

「

後
輩
の

指
導
に
つ

い

て

も
、

漢



学
・

倫
理
・

修
身
の

道
を
説
き
知
行
台
一

の

精
神
を
打
ち
込
ん
だ
。

一

路
一

手
子
屋
式
の

教
場
、

勿
論
学
制
発
布
以
前
の

こ

と
で

も
あ
る
が
、

小
学
校

が
で

き
て
か
ら
も
放
課
後
特
に
漢
学
歌
な
ど
習
い

に
く
る
生
徒
も
あ
っ

た
。

Ⅰ
年
齢
は
、

一

四
、

五
歳
の

少
年
よ
り
二

五
、

六
歳
の

青
壮
年
に
至

る
ま
で

思
い

思
い

に
習
い

に
き
た
。

場
所
は
住
家
の

表
一

二

畳
の

間
、

東

大
様
そ
の

真
ん
中
に
箱
火
鉢
を
置
き
時
々

キ
セ

ル

を
く
わ
え
煙
を
く
ゆ

ら
し
て
い

た
。

子
弟
に
読
ま
せ
た
り
講
義
を
さ
れ
た
り
、

教
場
は
極
め
て

厳
格
で
あ
っ

た
」

と
の
べ

て
お
ら
れ
る
。

宇
都
宮
は
、

寺
子
屋
的
な
教
育

か
ら
、

よ
り
専
P!
的
な
教
育
ま
で
を
行
っ

て
い

た
の

で
あ
る
。

塾
は
、

少
年
を
対
象
に
し
た
も
の

と
青
年
を
対
象
と
し
た
も
の

が
あ

っ

た
と
い

う
。

安
藤
氏
に
拠
れ
ば
、

前
者
は
手
習
い
一

習
字
一

が
中
心
で
、

時
に
「

小
達
足
・

飴
煮
会
・

川
狩
り
な
ど
」

も
行
わ
れ
た
。

ま
た
、

手
習

い

児
は
士

族
の

子
弟
が
主
で
あ
っ

た
が
、

若
干
な
が
ら
町
人
の

子
も
い

た
。

そ
し
て
後
者
に
対
し
て
は
漢
学
の

会
読
や
講
義
を
行
っ

た
と
い

う
。

一

例
を
示
そ
う
。

守
屋
舎
人
の

日
記
の

明
治
四
年
二

月
十
九
日
の

条

に
拠
る
と
、

守
屋
は
子
の

八
百
右
衛
門
一

八
歳
領
一

と
孫
の

千
加
良

冗

歳
頃
一

の

手
習
い

依
頼
の

た
め
に
宇
都
宮
を
訪
ね
て
い

る
。

ま
た
、

宇
都
宮
の

明
治
六
年
の

日
記
の

九
月
三
十
日
の

条
に

内
之
浦
謙
介
・

日
商
亀
千
代
其
外
弐
才
の

面
々

孟
子
講
儀
い

た
し
呉

候
様
ニ

と
の

事
ニ

市
今
日
方
f
始
候

と
あ
り
、

二

才
一

若
者
）

た
ち
の

求
め
に
応
じ
て
日

孟
子
L

の

講
義
を
始

め
て
い

る
。

時
に
宇
都
宮
は
五
十
六
歳
頃
で
あ
る
。

内
文
浦
は
宇
都
宮
の

実
子
で
、

内
之
浦
家
の

養
子
と
な
っ

た
人
物
で
、

時
に
二

十
六
歳
頃
。

同

じ
く
子
の

東
玄
永
一

時
に
二

十
一

歳
頃
一

も
会
読
に
参
加
し
て
い

る
。

す

で
に
少
年
期
に
一

通
り
読
ん
で
い

た
と
思
わ
れ
る
者
た
ち
が
明
治
六
年

の

段
階
で
「

孟
子
ロ

の

講
義
を
願
っ

た
と
い

う
の

も
興
味
深
い
。

最
初
は

会
読
・

講
義
は
不
定
期
に
行
わ
れ
て
い

た
。

十
月
八
日
に
は
野
村
信
之
助

も
参
加
し
て
い

る
。

時
に
野
村
は
三
十
代
後
半
で
あ
り
、

翌
七

年
に
は
郷

学
が
設
け
ら
れ
て
二

等
教
授
と
な
っ

て
い

る
。

そ
れ
に
先
ん
じ
て
勉
強

し
直
そ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
安
藤
保
氏
に
拠
る
と
、

野

村
は
個
人
指
導
と
し
て
「

小
学
口

か
ら
同

大
学
」

の

講
義
も
受
け
て
い

る
。

十
一

月
十
六
日
の

会
読
か
ら
は
、

隔
日
に
行
う
こ
と
に
決
め
ら
れ
た
。

た

だ
、

主
だ
っ

た
者
た
ち
が
不
参
の

場
合
は
、

取
り
止
め
ら
れ
た
り
も
し
て

い

る
。

同
じ
く
安
藤
氏
に
拠
る
と
、

宇
都
宮
の

日
記
に
は
七
年
六
月
十
七

日
ま
で
は
「

二

才
2
面
々

会
読
」

、

十
九
日
か
ら
は
「

諸
生
之
面
々

会
読
」

と
記
さ
れ
つ

つ
、

西
南
戦
争
の

最
中
も
会
読
は
行
わ
れ
て
い

た
と
い

う
。

三
 

神
道
家
・

国
学
者
と
し
て
の

宇
都
宮
東
大

宇
都
宮
東
太
の

宗
教
・

思
想
に
お
い

て

大
き
な
位
置
を
占
め
た
の

は

神
道
で
あ
っ

た
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、

門
人
是
枝
柳
君
衛
F!
の

死
後
、

そ

の

嗣
子
と
な
っ

た
弟
に
与
え
た
「

遺
in
」

に
「

耶
蘇
教
や
一

向
宗
に
依
よ



り
も
、

皇
国
に
生
ま
れ
た
る
身
と
し
て
の

葵
祭
は
神
道
に
従
う
事
が
よ

い
」

と
の
べ

て
い

る
と
こ

ろ
に
端
的
に
表
れ
て
い

る
と
い

え
よ
う
。

ち
な

み
に
、

こ
こ

で
は
仏
教
と
い

わ
ず
に
一

向
宗
と
の
べ

て
い

る
が
、

薩
廃
藩

が
一

向
宗
に
対
し
て

厳
し
い

禁
制
政
策
を
と
っ

た
こ

と
と
関
連
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

宇
都
宮
It
郷
士

年
寄
の
一

人
と
し
て
一

向
宗
取
締

り
に
関
わ
っ

て
い

る
。

宇
都
宮
は
き
わ
め
て
強
い

反
仏
教
の

徒
で
あ
り
、

思
想
の

根
本
の

と
こ

ろ
に
神
道
が
あ
っ

た
の

で
あ
る
。

次
に
国
学
に
関
し
て
い

う
と
、

昭
f
四
十
一

年
版
「

苗
山
郷
土
誌
ヒ

は

宇
都
宮
正
直
が
文
武
に
わ
た
っ

て
師
事
し
た
人
物
の

名
を
綬
々

列
記
し

て
い

る
も
の

の
、

一

人
重
要
な
人
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

な
い
。

そ
れ

は
後
醍
院
彦
次
郎
真
柱
で
あ
る
。

て
い

た
こ

と
は
、

後
醍
院
民
望
編
㍉

後
醍
院
真
杜
翁
出
盧
事
蹟
実
録
」

に

宇
都
宮
の
「

後
醍
院
先
生
の

京
に
赴
く
を
送
る
詩
並
び
に
序
」

が
収
め
ら

れ
て
い

る
こ

と
に
よ
っ

て

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

後
醍
院
真
柱
は
明
治

政
府
に
お
い

て

神
祇
官
が
再
興
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ

た
こ

と
か
ら
、

政

府
の

御
用
召
を
蒙
り
、

明
治
元
年
十
一

月
に
上
格
す
る
こ

と
に
な
っ

た

が
、

そ
れ
を
受
け
て
の

作
品
で
あ
る
。

そ
の

序
に
お
い

て

宇
都
宮
は
き
わ

め
て
激
し
く
仏
教
を
批
判
し
て
い

る
。

こ
の

点
で
、

宇
都
宮
は
廃
仏
殿
釈

を
進
め
た
後
醍
院
の

思
想
と
一

致
し
て
い

た
と
い

え
よ
う
。

な
お
、

黒
田

弥
千
代
「

幕
末
の

志
士
 

是
枝
柳
君
衛
P!
」

は
、

「

東
大
先
生
は
神
仏
儒

を
兼
ね
た
学
者
で

あ
り
」

と
の
べ
、

上
記
「

高
出
郷
土
誌
口

も
ま
た
「

翁

は
神
仏
儒
を
兼
ね
た
学
者
で
あ
り
」

と
の
べ

て
い

る
が
、

仏
教
に
関
す
る

知
識
は
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い

も
の

の
、

そ
の

敵
し
い

仏
教
批
判
の

言

葉
を
み
る
時
、

「

神
仏
儒
を
兼
ね
た
」

と
単
純
に
は
い

え
な
い

の

で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。

薩
廃
藩
に
お
け
る
廃
仏
殿
釈
の

動
き
の

背
景
に
は
、

幕
末
期
に
国
学

が
隆
盛
と
な
っ

た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

代
表
的
な
人
物
は
、

後
醍

院
真
柱
や
田
中
頼
庸
ら
で
あ
っ

た
。

後
醍
院
真
柱
は
、

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の

鹿
児
島
に
お
け
る
代

表
的
な
国
学
者
の
一

人
で
あ
る
。

実
の

父
の

大
河
井
隆
棟
も
臼
屋
国
柱

と
並
び
称
せ
ら
れ
る
国
学
者
で

あ
っ

た
。

後
醍
院
は
天
保
十
年
に
平
田

篤
JfL
に
入
F!
し
、

安
政
五
年
に
は
造
士

館
in
導
師
と
な
り
、

国
学
を
講
じ

て
い

る
。

ま
た
、

鹿
児
島
に
お
け
る
初
期
の

廃
仏
殿
釈
運
動
を
積
極
的
に

進
め
た
人
物
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い

る
。

善
作
に
日

神
代
三
陸
志
L

な
ど

が
あ
る
。

ち
な
み
に
、

宇
都
宮
が
師
事
し
た
造
士

館
の

山
田
鼎
恵
一

百
裕
一

 

 

 

代
表
者
の
一

人
、

後
醍
院
と
交
流
が
あ
り
思
想
的
に
も
共
通
点
の

あ

と
後
醍
院
と
は
知
友
で
あ
っ

た
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ

た
宇
都
宮
は
、

ど
の

よ
う
に
高
山
に
お
け
る
廃
仏
殿
釈
に
関
与
し
て

と
。

 

院
と
の
、

、

が
、

 

・

ど
の

よ
う
な
多
で
台
ま
っ

た
 

 

い

た
の

で
あ
ろ
う
か
。

宇
都
宮
は
日
記
を
残
し
て
い

る
が
、

こ

の

点
に
関

宇
都
宮
 

後
醍
は
 

 

交
流
 

レ

つ

 

 

 

 

 

 

元
 

力

か
、

今
の

と
こ

ろ
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、

宇
都
宮
が
後
醍
院
に
師
事
し
 

 

し
て
ど
の

よ
う
に
記
述
し
て
い

る
の

だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
筆
者
は

日
記
を
目
に
し
て
い

な
い

の

で

分
か
ら
な
い
。



こ

こ

で
は
宇
都
宮
と
関
わ
り
の

深
か
っ

た
守
屋
舎
人
の

「

守
屋
舎
人

日
帳
L

第
十
巻
か
ら
後
醍
院
の

動
向
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
慶
応
三

年
三

月
二

日
の

条
に
よ
る
と
、

廃
寺
方
御
役
の

後
醍
院

ら
は
高
山
野
崎
の

大
塚
大
明
神
を
拝
見
し
た
り
、

高
崇
寺
や
冒
称
寺
、

御

両
様
墓
所
や
日
新
金
関
連
の

地
等
を
参
詣
し
て
い

る
。

三
日
は
四
十
九
所
を
参
詣
し
て
い

る
。

四
日
は
雨
で
、

一

隊
は
二

手
に

分
か
れ
、

一

隊
は
中
姶
良
へ

出
立
し
、

後
醍
院
ら
は
残
留
し
た
が
、

五
日

に
It
後
醍
院
ら
も
出
立
し
て
い

る
。

こ

れ
に
宇
都
宮
が
同
行
し
て
い

た

か
は
日
記
で
は
確
認
で
き
な
い
。

次
に
慶
応
四
年
八
月
十
一

日
の

条
に
よ
る
と
、

破
手
力
掛
の

後
醍
院

ら
が
再
び
姶
良

金
口

平
の

こ

と
一

か
ら
高
山
を
訪
れ
て
い

る
が
、

宇
都
宮

ら
が
応
対
し
て
い

る
。

十
八
日
に
は
、

後
醍
院
ら
は
野
町
を
出
立
し
て
披

見
捕
へ

行
っ

て
い

る
。

筆
者
の

主
観
か
も
し
れ
な
い

が
、

後
醍
院
の

役
職
名
は
「

自
凝
舎
後
醍

院
真
柱
先
生
仏
し

で

は
「

寺
院
廃
合
掛
」

と
呼
称
さ
れ
て
い

た
も
の

の
、

上
記
史
料
で

は
、

慶
応
三
年
に
は
「

廃
手
力
」

で
あ
っ

た
の

が
、

翌
四
年

に
は
「

破
手
力
」

と
な
っ

て
い

る
。

こ
の

呼
称
の

変
it
は
、

そ
の

ま
ま
よ

り
強
い

廃
仏
殿
釈
の

意
志
を
表
し
て
い
っ

て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

薩
廃
藩
が
進
め
た
廃
仏
般
釈
政
策
に
よ
り
、

「

鹿
児
島
大
百
科
事
典
日

別
冊
に
拠
る
と
、

高
山
に
あ
っ

た
二

十
余
り
の

寺
が
廃
寺
と
な
っ

て
い

る
。

苗
山
に
お
け
る
廃
仏
殿
釈
は
、

僧
侶
や
門
徒
た
ち
の

抵
抗
も
な
く
ス

ム

ー
ズ
に
行
わ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

守
屋
舎
人
の

日
帳
に
目
を
通
し
て

も
高
山
の

人
々

が
抵
抗
し
た
よ
う
な
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、

秀
村
選
三
氏
は
上
記
「

日
帳
L

の

巻
末
の

解
題
に
お
い

て

「

薩
廃
藩
は
廃
仏
致
釈
を
徹
底
的
に
遂
付
し
た
藩
と
し
て

著
名
で
あ
る

が
、

本
番
に
は
未
だ
そ
の

点
it
余
り
出
て
い

な
い

が
、

神
道
術
改
正
の

こ

と
や
郷
内
神
社
の

す
べ

て

神
号
を
改
め
る
な
ど
、

神
仏
分
離
の

方
針
It

藩
に
お
い

て

積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い

た
の

で
あ
る
」

と
の
べ

る
の

み

で
、

上
記
の

後
醍
院
ら
の

調
査
お
よ
び
宇
都
宮
の

果
た
し
た
後
割
に
つ

い

て
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。

明
治
政
府
は
明
治
六
年
二

月
に
キ
リ
ス

ト
散
禁
制
の

高
札
を
撤
廃
し
、

同
人
年
に
It
布
教
自
由
を
容
認
し
た
。

廃
仏
殿
釈
の

嵐
が
と
り
わ
け
激

し
く
吹
き
荒
れ
た
鹿
児
島
で
あ
っ

た
が
、

全
国
に
少
し
遅
れ
て

県
も
明

治
九
年
に
「

信
仰
の

自
由
」

を
公
認
し
、

廃
仏
般
釈
は
終
息
に
向
か
っ

て

い
っ

た
。

宇
都
宮
の

国
学
者
と
し
て
の

面
を
考
え
る
上
で

触
れ
て

お
き
た
い

の

は
、

後
醍
院
の

著
作
「

神
代
三
陸
志
口

等
に
関
わ
る
こ

と
で
あ
る
。

後
醍

院
It
慶
応
三
年
八
月
に
善
平
山
陵
の

調
査
を
行
っ

て
い

る
。

一

方
、

宇
都

宮
も
大
隅
の

神
代
・

古
代
史
に
大
い

に
関
心
を
持
っ

て

お
り
、

山
陵
の

こ

と
も
調
べ

て
い

た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

次
の

よ
う
な
詩
が
あ
る
。

国
起
西
彊
遠
定
乗
一

回
は
西
彊
・に
起
り
て
 

遠
く
東
を
定

む



扶
桑
漸
近
日
光
紀
一

扶
桑
漸
く
近
し
 

日
光
の

紅
な
る
に
一

曽
聞
王
業
基
妓
地
一

管
て

聞
く
・

王
業
は
姦
の

地
に
基
づ

く
と
一

嵩
嶽
鐘
霊
f
大
雄
一

嵩
嶽
の

鐘
 

霊
同
大
雄
た
り
一

幕
末
か
ら
明
治
初
め
に
は
、

大
隅
に
あ
る
山
陵
に
つ

い

て
の

該
博
な

知
識
を
も
っ

た
宇
都
宮
の

こ

と
は
広
く
知
ら
れ
て
い

た
も
の

と
思
わ
れ

る
。

ち
な
み
に
「

内
之
浦
町
誌
」

に
国
見
嶽
へ

の

参
詣
道
に
つ

い

て
「

一

八

一

四
一

文
化
一

こ

年
九
月
、

こ

の

参
詣
道
入
口

附
近
に
御
陵
道
の

し
る

し
と
し
て
鳥
居
建
立
の

陳
情
が
、

高
山
郷
士

年
寄
宇
都
宮
真
光
院
・

同
年

寄
坊
守
屋
弾
正
な
ど
か
ら
、

御
記
録
方
添
役
目
尾
国
柱
斉
蔵
に
提
出
さ

れ
て
い

る
」

と
あ
る
。

宇
都
宮
東
太
の

山
陵
に
関
す
る
知
識
は
、

祖
父
快

意
一

真
光
院
一

あ
た
り
か
ら
も
引
き
継
が
れ
て
き
た
の

で
は
な
い

だ
ろ
う

力
以
上
見
て

き
た
限
り
で
も
、

宇
都
宮
東
太
が
神
道
家
・

国
学
者
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
て
い

た
こ

と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

宇
都
宮
と
後
醍
院
の

間
に
い

ろ
い

ろ
と
情
報
の

交
換
が
あ
っ

た
の

で

は
な
い

か
と
推
測
し
た
い

と
こ

ろ
で

あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
現
段
階
で
 

 

 

四
 

「

宇
都
宮
東
大
先
生
碩
徳
碑
」

の

撰
者
二

宮
成
に
つ

い

て

ま
 

 

 

 

寸
す
 

 

こ

 

 

斗
ミ

よ

：

｜
そ
れ
を
裏
小
一

る
確
亡
る
史
稗
力
え

レ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇
都
宮
東
太
は
明
治
三
十
九
年
（

一

九
O
上

ハ
一

二

月
十
七
日
、

死
去
し

明
治
六
年
七
月
の

こ

と
、

政
府
の

教
部
省
大
録
の

山
之
内
時
晋
一

薩
摩
 

 

た
。

享
年
八
十
九
で
あ
っ

た
。

そ
し
て

明
治
四
十
一

年
一

一

九
O
八
）

十

藩
出
身
。

造
士

館
教
授
山
之
内
作
次
郎
貞
奇
の

と
ら
が
内
之
浦
富
屋
・

 

 

二

月
十
四
日
、

宇
都
宮
東
大
の

碩
徳
碑
建
設
竣
工

奉
告
祭
が
挙
付
さ
れ

姶
良
鶴
声
山
陵
の

調
査
に
訪
れ
て
い

る
が
、

宇
都
宮
は
立
会
役
を
命
ぜ
 

 

た
。

そ
の

碑
文
「

宇
都
宮
東
大
先
生
碩
徳
碑
」

を
撰
し
た
の

は
二

宮
域
と

ら
れ
て
い

る
。

た
だ
、

腫
物
が
平
癒
し
て
い

な
か
っ

た
た
め
、

十
分
な
働
 

 

い

う
人
物
で
あ
っ

た
。

碑
文
は
竹
之
井
敏
先
生
の

御
厚
意
に
よ
り
本
誌

き
が
で
き
な
か
っ

た
所
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

号
に
掲
載
さ
せ
て
い

た
だ
い

た
。

最
後
に
、

本
筋
か
ら
外
れ
る
が
、

「

宇
都
宮
東
人
先
生
碩
徳
碑
」

の

撰

考
二

宮
成
に
っ

い

て
、

簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

二

宮
成
は
日
置
郡
口
布
施
郷
（

[0
金
峰
と
の

出
身
で
あ
る
。

正
確
な

生
没
年
は
今
の

と
こ

ろ
不
明
で
あ
る
。

父
は
千
俊
一

千
頼
と
も
Ⅰ

母
は

フ

ン
。

二

宮
家
は
、

田
布
施
神
社
の

社
家
の

家
柄
で
あ
っ

た
。

た
だ
、

二

宮
成
は
分
家
筋
で
あ
っ

た
。

は
じ
め
金
之
助
と
い

い
、

の

ち
に
成
と
称

し
、

号
fcf
岳
南
。

西
南
戦
争
が
起
こ

る
や
西
郷
方
の

兵
卒
と
し
て
参
加
し
た
が
、

途
中



で

帰
順
自
首
し
、

懲
役
一

年
の

判
決
を
受
け
た
。

時
に
年
齢
は
「

二

十
年

十
一

ケ

月
」

で
あ
っ

た
。

東
京
監
獄
署
に
収
監
さ
れ
た
。

ち
な
み
に
、

ず
っ

と
後
の

明
治
四
十
一

年
に
二

宮
が
撰
し
た
富
之
城

に
あ
る
西
南
戦
争
戦
没
者
の

た
め
の
「

山
崎
村
招
魂
碑
」

を
見
る
と
、

二

宮
は
碑
文
の

最
初
に
西
南
下
丑
の

礼
一

と
記
し
て
い

る
一

を
想
う
毎
に
、

そ
の

乱
の

基
づ

く
所
を
疑
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い

と
い

う
よ
う
な
こ

と

を
の
べ

て
い

る
。

西
南
戦
争
と
ほ
何
だ
っ

た
の

か
、

自
分
の

中
で

解
決
が

つ

か
ず
、

後
年
ま
で
迷
い

続
け
て
い

た
こ

と
が
窺
え
る
。

芳
SP
正
氏
に
拠
れ
ば
、

明
治
十
五

年
二

八
八

こ
三
月
に
河
野
生
一

郎
を
塾
長
と
す
る
教
育
機
関
の

三
#[
義
塾
設
立
が
認
可
さ
れ
た
が
、

二

宮
は
同
盟
員
と
し
て
関
わ
っ

て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

蒔
期
は
不
明
だ
が
、

三
重
県
伊
勢
市
の

神
宮
皇
学
館
一

明
治
十
五
年
、

初
め
神
宮
神
官
の

子
弟
に
皇
学
を
研
修
さ
せ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
一

に
学
び
、

和
漢
の

学
を
修
め
て
い

る
。

そ
の

後
帰
郷
し
て
、

警
察
に
勤
め
、

警
部
と
な
る
。

そ
の

傍
ら
、

積
極

的
に
政
治
活
動
に
関
わ
り
、

鹿
児
島
市
の

後
醍
院
民
望
や
串
木
野
の

長

谷
場
純
孝
、

知
覧
の

折
田
兼
至
ら
と
行
動
を
共
に
し
た
り
し
て
い

る
。

時

に
民
権
派
の

民
党
一

反
政
府
光
一

と
保
守
派
の

吏
党
一

政
府
光
一

が
激
し

く
対
立
し
て
い

た
時
期
に
あ
っ

て
、

警
官
と
い

え
ぱ
、

史
光
と
み
ら
れ
が

ち
で
あ
っ

た
が
、

二

宮
は
民
党
で

あ
っ

た
。

た
と
え
ば
、

二

宮
は
地
元
田

布
施
村
で

吏
党
で

あ
っ

た
時
の

村
長
を
批
判
し
、

激
し
く
対
立
し
た
と

い
，

フ
。

ま
た
「

高
出
郷
土
誌
L

（

一

九
六
六
一

に
は
、

「

史
光
と
民
党
の

争
い
」

と
し
て
、

宇
都
宮
東
太
の

日
記
の

記
述
に
も
と
づ

き
、

明
治
二

十
五
年

二

人
九
二
）

セ
月
「

折
田
蓑
志

重
一

、

二

宮
成
、

後
醍
院
展
望
、

東
大

宅
ヲ
問
フ
」

と
あ
る
。

碩
徳
碑
に
「

予
曽
同
折
田
後
醍
院
遊
隅
#i
、

一

タ

f
携
訪
先
生
船
具
盧
一

子
は
曽
て

折
田
・

後
醍
院
と
同
に
隅
#1
に
遊
び
、

一

タ
相
携
え
て

先
生
を
其
の

盧
一

庸
一

に
訪
，

ユ
」

と
あ
る
こ

と
を
の
べ

て
い

る
か
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
く
東
大
日
記
に
拠
る
と
、

宇
都
宮
は
「

双

方
ノ
競
手
芸
シ
、

実
ニ

野
蛮
ト
言
フ
ヘ

シ
」

と
の
べ

て
い

て
、

当
初
は
吏

党
と
民
党
の

激
し
い

対
立
を
苦
々

し
い

も
の

と
思
っ

て
い

た
よ
う
で
あ

る
。

し
か
し
「

鹿
児
島
県
政
党
史
」

に
拠
る
と
、

宇
都
宮
は
訪
ね
て

き
た

西
郷
菊
次
郎
の

勧
誘
を
受
け
て

吏
党
と
な
っ

た
。

こ

れ
に
よ
り
高
山
は

全
体
が
吏
党
と
な
っ

た
と
い

う
一

た
だ
永
井
実
功
は
民
党
の

立
場
を
貫

い

た
一

。

「

南
山
郷
土
誌
」

が
、

宇
都
宮
を
「

吏
党
派
の

中
核
」

で
あ
っ

た

と
し
て
い

る
所
以
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

西
郷
菊
次
IP
が
宇
都
宮
を
訪
ね
た

の

は
、

東
大
日
記
に
拠
る
と
明
治
二

十
六
年
二

八
九
三
）

六
月
の

こ

と

で
あ
っ

た
。

二

宮
ら
の

宇
都
宮
訪
問
は
そ
の

前
の

こ

と
で
あ
る
こ

と
か

ら
、

高
山
の

政
治
的
中
心
人
物
と
見
な
さ
れ
て
い

た
宇
都
宮
を
民
党
に

51
き
人
れ
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い

が
、

結
果
的
に
そ
れ
は
失
敗
し
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

明
治
二

十
七

年
二

人
九
四
）

三
月
、

二

宮
は
県
会
議
員
に
当
還
し
て

い

る
。

し
か
し
翌
年
に
は
辞
職
し
た
の

で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。



こ

れ
も
時
期
は
不
明
だ
が
、

口

金
峰
町
郷
土
史
口

第
二

集
に
拠
る
と
、

二

宮
は
鹿
児
島
新
聞
社
客
員
・

漢
詩
の

選
者
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
。

没
年
に
関
し
て
も
正
確
な
と
こ

ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、

二

宮
の

大
正
 

 

以
上
、

幕
末
・

明
治
期
、

高
山
郷
の

指
導
者
で
あ
っ

た
宇
都
宮
東
大
に
つ

五
年
二

九
一

六
）

八
戸
撰
の

碑
が
あ
り
、

日

鹿
児
島
県
政
党
史
ヒ

の

大
正
 

 

い

て
、

主
に
教
育
者
と
し
て
の

面
と
神
道
家
・

国
学
者
と
し
て
の

面
を
中

七

年

二

九
一

入
一

の

序
に
「

政
二

宮
成
」

と
あ
る
こ

と
か
ら
、

そ
の

間
 

 

心
に
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
。

た
だ
宇
都
宮
の

全
体
像
を
明
ら
か
に
す

に
亡
く
な
っ

た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る
こ

と
は
で
き
な
か
っ

た
。

特
に
宇
都
宮
は
明
治
政
府
が
進
め
た
諸
政

二

宮
の

著
書
と
し
て

「

南
朝
順
考
論
」

一

明
治
四
十
四
年
fO
Ⅰ

「

出
牢
 

策
を
ど
う
受
け
取
っ

て
い

た
か
、

と
い

う
点
で
あ
る
。

西
南
戦
争
で
は
尊

顧
慮
先
生
」

一

手
写
、

著
述
年
不
明
一

が
あ
る
。

上
記
「

金
峰
町
郷
土
史
L
 

 

 

 

皇
の

面
か
ら
政
府
を
支
拝
し
て
西
郷
ら
の

動
き
を
批
判
し
た
が
、

た
と

第
二

集
に
「

南
北
朝
正
続
論
ヲ
著
ス
」

と
あ
る
が
、

あ
る
い

は
コ

南
朝
順
 

 

え
ぼ
明
治
政
府
が
認
可
し
た
仏
教
や
キ
リ
ス

ト
教
等
の

信
仰
の

自
由
の

考
論
ロ

の

こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

後
者
の

田
中
頼
庸
は
幕
末
・

明
治
期
に
活
 

 

問
題
、

ま
た
積
極
的
な
欧
化
政
策
の

推
進
な
ど
を
宇
都
宮
は
ど
う
考
え

躍
し
た
鹿
児
島
出
身
の

国
学
者
で
あ
る
。

ま
た
中
村
一

正

日

出
水
風
土
 

 

た
の

で
あ
ろ
う
か
。

誌
L

に
二

宮
の
「

大
日
本
史
と
島
津
家
系
図
」

な
る
短
文
お
よ
び
渡
部
村
 

 

 

そ
の

他
、

た
と
え
ま
文
人
一

漢
詩
・

和
歌
の

乍
者
一

と
し
て

高
山
地
域

イ
 

 

 

 

ー
 

 

 

、

 

 

 

 

"

イ

雄
な
る
人
物
の

二

宮
宛
書
簡
「

丹
後
局
に
就
て
」

が
収
め
ら
れ
て
い

る
。

 

 

の

文
f
に
果
た
し
た
役
割
等
に
つ

い

て

も
論
及
す
る
こ

と
が
で

き
な
か

日
本
の

歴
史
に
造
詣
が
深
か
っ

た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ
。

つ

ま

"

。

 

 

、

 

 

 

 

 

。

ま
、

 

 

 

 

 

 

 

、

ロ

 

よ
。

 

、

確
認
で
き
て
レ

る
と
こ

ろ
で
｜

串
木
野
や
宮
之
域

姶
良
尤

と
県
内
 

 

 

史
料
的
に
困
難
な
面
も
あ
る
が
、

今
後
も
宇
都
宮
の

実
像
に
少
し
で

各
地
に
二

宮
成
の

撰
文
に
な
る
碑
が
い

く
つ

か
残
さ
れ
て
い

る
。

そ
の
 

 

も
追
っ

て
、

き
こ

、

と
思
っ

て
、

る
。

、

 

 

 

し
 

ま
し

 

，

 

 

レ

一

つ

が
鹿
屋
市
高
隈
に
あ
る
「

故
衆
議
院
議
員
英
君
之
碑
」

で
あ
る
。

東

君
と
は
英
一

左
右
の

こ

と
で
あ
り
、

二

宮
と
親
交
が
あ
っ

た
。

お
わ
り
に

宍
大
隅
L

第
6

8

音
よ
り
一




